
空き家所有者 鏡野町
宅地建物取引業者

（不動産屋等）

申請から下見会の開

催まで

下見会開催後から業

者選定まで

空き家バンク登録完

了・情報公開まで

鏡野町空き家情報登録制度の流れ

※町は、空き家物件の交渉及び契約については、介入できませんのでご了承ください。

情報登録申請書

サイトを閲覧し、取り扱い希

望物件に対し仮申し込み

業者閲覧サイトへ情報掲載

（物件取り扱い業者を募集）

宅地建物取引業者の

仮申し込み待ち

仮申し込みの確認

物件下見会の調整

物件下見会へ参加

日程通知 日程通知

物件に対し本申し込み本申し込みの確認

申請物件の状況確認

取り扱い業者を１社選定
申し込み業者を通知

宅地建物取引業者の

選定報告書 提出
選定結果を確認

選定結果を通知
申請者と媒介契約の手続き

所有者と協議宅地建物取引業者と協議

媒介契約の後、物件条件協議

空き家バンクの一般公開ページ

で物件情報を公開（空き家利用

希望者が閲覧できる状態）

登録通知

提出


